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のサニテーション

1- サニテーションとは

サニテーション (Sanitation)は米国で使い始め

た用語であって、滅菌、消毒、殺菌、防腐などと同

類の言葉ということができます。「食品工場をはじ

め飲食物を取り扱う場における施設、設備、機械、

器具などを、公衆衛生上から要求される安全な水準

まで汚染微生物を低下させるプロセス」と定義する

ことができ、サニタイザー (Sanitizer)はこの目的

に利用される殺菌剤のことです。

一方食品衛生 (FoodHygiene)という言葉は「食

品の栽培、生産、製造から最終的に人間に摂取され

るまでのすべての段階において、食品の安全性、健

全性、悪変防止を確保するためのあらゆる手段」と

定義されています。食品衛生とサニテーションは少

しニュアンスが異なるようですが、食品の安全性を

確保することを目的としている点からみて両者を同

と解釈してよいのではないでしょうか。

事実私がはじめてサニテーションについて手に入

れました書物「FoodPlant Sanitation」(Reinho-

ld Pub.Corp., 1962))で著者の ParkerとLitchf-

ieldは「食品の輸送、 貯蔵、製造工程において、

問題となる徴生物、鼠族、昆虫やその他の動物害、

異物としての化学物質などによる汚染を防ぐ方法を

用いて、食品を取り扱う環境を組織的に管理するこ

とをサニテーションという」と冒頭に述べています。

2. サニテーションはなにゆえ食品工場で必要なの

か

食品は穀類、生鮮食品、加工食品の形で流通、消

費されていますが、これらのうち加工食品の占める

割合はきわめて高く、すでにわが国では60%を越え

て欧米並みとなりつつあります。このようにわが国

民の食生活は加工食品なしでは成立しない状態にあ

って、これを製造する食品工業、外食産業、流通分

野を含めた広範な分野、すなわち食品産業の役割は

きわめて大きいものといえましょう。食品産業は国

民の食生活に対して、「量的な安定供給」、「品質

的な向上」とともに「安全性の確保」についても重
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大な責任をもっております。

食品の安全性確保につきましては洋の東西を問わ

ず食品衛生という見地から色々の施策が講ぜられて

きました。わが国では昭和22年12月24日の食品衛生

法の制定以来、食品衛生法施行規則、食品衛生法施

行令、乳及び乳製品の成分規程等に関する省令、食

品、添加物等の規格基準などが施行されて総合的な

衛生管理の基準が確立されたといえましょう。しか

しながら多くの食中毒事例が毎年あとを絶たず、さ

らに著しく安全性をおびやかすような問題も起り、

消費者の不安と食品産業に対する不信感をよびおこ

すことになり、一般社会的にも安全性に対する要求

が急激にたかまりつつあります。

ここに行政面からはもちろん、食品産業自体の自

主的な食品衛生へのより高度な対応が迫られている

ということができます。

人体に直接的に関連をもつ安全性の問題について

は、食品工業よりは早く医薬品製造の分野で注目さ

れ、米国食品医薬品局 (FDA) では昭和3~戸こ

「医薬品の製造ならびに品質管理に関する基準」を

制定しました。次いでWHOにおいても医薬に関す

る適正製造基準 (GoodManufacturing Practice, 

GMP)の制定に関する勧告を昭和44年に行ってお

ります。わが国では昭和4倍FにGMPに関する通達

が出され、昭和55年に制定されました。

食品に関しましては昭和44年に米国FDAは食品

の適正製造基準を公布し、その後数年の間に1{)gz文目

に及ぶ食品の GMPを制定しました。

このような情勢からわが国では農林水産省食品流

通局から、米国 FDAのGMPに準拠した食品製造

流通基準 (GMpの総則と個別食品の GMpの重要

事項を包括している）が昭和49年 5月から10種類の

食品について次ぎ次ぎと通達されました。これらの

基準は「食品の製造及び流通段階において、製造及

び流通業者が準拠すべき事を定めることにより、食

品の安全性の確保及び品質の保持向上を図り、もっ

て良質で安全な食品を消費者に提供するとともに、

あわせて食品産業の健全な発展に資することを目的
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とする」と総括目的の項で唱っています。

さらに厚生省によって菓子指導要領（昭和52年）、

弁当、そう菜（昭和54年）、漬物（昭和56年）、洋

生菓子（昭和58年）の衛生規範が制定され、食品を

取り扱う環境における具体的な食品製造取扱基準や

環境衛生対策が打ち出されたことになります。

このような情勢に加えて、消費者の健康志向食品

への関心、あるいは嗜好性の変遷も加わって減塩と

か低糖の傾向があらわれ、さらに食品添加物使用の

禁忌天然物指向などの新しい煩向も次ぎ次ぎと出

てきました。

このような状況のもとで、品質のより好ましい、

しかも安全性の高い貯蔵性のすぐれた食品を製造し

て、これをひろく流通させるためには、従来より遥

かに高度な食品衛生管理（サニテーション）の実施

が必要となってきます。しかもこれらが総合的かつ

組織的な衛生管理業務として実施しなければなりま

せんし、取り扱う食品自体の衛生管理と調和一体化

した体勢を整える必要があります。

3。 微生物制御法には

食品自体に適用される微生物制御法ならびにサニ

テーションで採用する制御法にはどのようなものが

あるのでしょうか。

図 lに示しましたのは現在われわれが保有する微

生物制御法のすべてであります。それには微生物を

積極的に短時間に死滅させる殺菌、食品を微生物増

殖抑制条件下に保持したり、または増殖を阻害でき

るような状態に加工する静菌法があります。さらに

有害微生物を系外に排除する除菌、外部と隔離して

二次汚染を防ぐ遮断もあります。

食品の安全性を確保するためには、先づ食品自体

に付着する有害微生物を死滅、抑制あるいは除菌す

るとともに、加工処理時から最終的に消費されるま

での工程での二次汚染を防止しなければなりません。

このために図 1に示した方法をそれぞれの目的に応

じて、かつまた方法の特徴を生かして利用しなけれ

ばなりません。次にこれら微生物制御法の各々につ

いて特徴を述べてみたいと思います。

1) 加熱殺菌

微生物は全般的にみて一10℃から90℃位の範囲で

増殖することができますが、個々のものは精々30°

~50℃が増殖可能な温度範囲です。
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図 1 微生物制御法

微生物には増殖の最適温度域がありますが、これ

をはずれて低温になると増殖速度は低下して最後に

は停止しますが、高温になりますと僅かの温度上昇

でも急激に死滅して行きます。加熱殺菌では熱源と

して火炎、熱水、水蒸気、熱風、赤外線、マイクロ

波が利用されていますが、これらを用いて食品およ

びその周辺に存在する微生物を高温にさらすことに

よって短時間に殺菌することができます。

加熱殺菌において対象とする微生物の耐熱性はそ

れ自身の遺伝的な特性によって決まるとともに、水

分、 pH、食品成分などの外部の諸因子によっても

著しい影響をうけるのが普通です。サニテーション

において最も重要な菌群である病源細菌の熱死滅条
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件を表 1に示しました。この表から胞子を形成しな

いものは大よそ60℃前後の温度で短時間に死滅しま

すが、ボッリヌス菌、セリウス菌、ウェルシュ菌、

炭疸菌の胞子では100℃以上の高温度を必要とします。

表 1 病源細菌の熱死滅条件

赤痢菌

腸チフス菌

パラチフス菌

コレラ菌

ブルセラ菌

結核菌

溶血連鎖球菌

連鎖 球菌

黄色ブドウ球菌

ジフテリア菌

腸炎菌

病源性大腸菌

腸炎ビブリオ

緑膿菌

変形菌

エルシニア菌

カンピロバクター菌

炭疸病

セリウス菌（栄養細胞）

” （胞子）

ウェルシュ菌（胞子）

ボッリヌス菌( II ) A型

" ( n ) B型

" (")E型

60℃,5分

60℃, 5~15分

60℃, 10分

56℃, 15分

60℃ , 10分

60℃ , 20~30分

60℃, 0.4~2.5分(D)

60"C,30~60分

60℃, 30~60分

58"C ,10分

55℃ , 5.5分(D)

60℃, 15分

60℃, 15分

50"C ,14~60分

55℃, 60分

62.8℃ , 0.24~0.96分(D)

55℃,1分(D)

100℃, 2~15分

60℃, 0.13分(D)

100℃ , 0.8~14分(D)

1oo・c ,o. 3~17分(D)

110℃ , 1.6~4.4分(D)

11o・c ,o. 74~1.30分(D)

so・c ,1。6~4,3分(D)

D: 9 0 %死滅に要する時間

これらに対して、一般の腐敗細菌（胞子をつくら

ない）では、好熱性細菌でも 70°~90℃程度で死滅

し、その他のものはそれ以下で殺菌することができ

ます。これに対して細菌胞子では短時間に死滅させ

るためには 100℃あるいはそれ以上の高温度を必要

温度で死滅するとみてよく、とくに酵母では醗酵性

酵母、産膜酵母、キャンヂダ酵母などはいずれも50°

~55℃程度で短時間に死滅します。酵母の形成する

子のう胞子は栄養細胞に比べて数倍の熱抵抗性をも

っていますが、それでも死滅温度は60℃前後にすぎ

ません。これに対してかびでは菌糸や分生子は酵母

と大差なく、ただ乾性かびの形成する子のう胞子な

どはかなり熱抵抗性が強く 80℃以上の高温にさらさ

なければなりません（表 2参照）。

表 1, 2に示された熱死滅条件は温熱状態でもと

められた値で、乾燥状態では熱死滅機構の相違によ

って表 3に示したようにかなり条件を厳しくしなけ

ればなりません。無胞子細菌でも、またかびの胞子

でも数10度の差が認められるし、温度を 120℃にし

た場合の細菌胞子では例外もあるが、 100倍以上の

時間が必要なものも見出されます。

表 2 か び の 熱 死 滅 条 件

菌 種 胞
熱死滅条件

子
温度（℃） D 値（分）

Aspergillus niger 分生子 50 4 

” 47.4 60. 3 

A. fumzgatus 分生子 63 2.6 

Pemc,ll,um thomii 分生子 60 2.5 

A fiavus ” 55 3. 1~28. 8 

A parasztzcus ” 55 6. 3~ 8. 4 

A. chevalieri 子のう胞子 65 50 

” 80 3.3 

A. fisheri var. glaber 分生子 80 10* 

” 子のう胞子 100 10* 

Xeromyces bzsporus ” 80 2. 7~ 3. 6 

Byssochlamys fulva ” 88 4. 8~11. 3 

” ” 93~100 l* 

B nzvea ” 90 4~47 

Humicola fuscoatra 厚 膜 胞 子 80 108 

Catenularza sp. 分生子 60 5* 

Penzczllium sp. 子のう胞子 82.2 9. 7* 

Fusanum solani 50 4.07 

とします。好熱性の好気性ないし嫌気性細菌の形成 ＊死滅時間

する胞子は、 120"Cあるいは 130℃の高温を必要す

るものも見出されています。

これら細菌に対して真菌では一般に 100℃以下の

-4-



表 3 湿熱と乾熱における耐熱性比較

菌 種

Staphylococci 

Micrococci 

Streptococci 

Salmonella typhimunum 

Sal. senftenberg 775 W 

Escherichia coli 

Bacillus subtilis 5230 

B. stearothermophilus 

Clostridium sporogenes PA 3679 

Bacillus. sp. A TCC 27380 

Aspergillus niger分生子

Humicola fuscoatra厚膜胞子

＊ 死滅時間 ** 99%死滅時間

熱死滅条件（温度， D値）

湿執， 、 ‘ 、 | 乾 熱

) 55℃, 30~45分＊

57℃, l. 2分

57℃, 31分

55℃, 20分

120℃, 0. 08~0. 48分

120℃, 4~5, 14分

120℃, 0.18~1. 4分

80℃, 61分

55℃, 6分

80℃, 108分

さらに微生物の熱抵抗性は外部因子としての水分

の外、 pH、 酸素、炭水化物、脂質、蛋白質などの

食品成分などの影響をうけてかなり大きく変動する

ことも認められています。

表 4 加熱殺菌条件例

温度域 適 用 例

炎 I医療機器（金属製、磁製、ガラ

ス製）の火炎滅菌；火炎缶詰殺

菌法（缶詰内容を 4分間で96℃

から 124℃に上昇させる）

200°~260℃ 1 無菌缶詰法での空缶、蓋の連続

殺菌

火

180℃ 医療機器の乾熱滅菌

135°~ 150℃ 牛乳の超高温連続殺菌

110°~130℃ 医療機器の高圧蒸気滅菌、缶詰、

びん詰 (pH4。6以上の中性ない

し微酸性食品）、レトルトパウ

チ食品

so0~ 10o・c I医療機器の煮沸、流通、間欠滅

菌；缶詰、びん詰 (pH4.6以下

の酸性食品、低 aw食品）、 果

汁、味噌、醤油

70°~ 80℃ 果汁

60°~ 65℃ 牛乳、ビール、清酒

110℃, 30~65分＊

90℃, 75分

90℃, 36分

75℃, 40分＊＊

120℃, 154~295分

120℃ 15~19分

120℃, 115~195分

125℃, 139時間

100℃, 100分

120℃, 30分

加熱殺菌は食品に付着

する有害微生物を死滅さ

せて長期保存性の製品を

つくるため最も重要な方

法であって、金属缶、カ

ラス瓶、レトルトパウチ

のような容器詰食品の殺

菌に利用され、また液状

食品を一度に多量処理し

た後容器詰にする場合に

も利用されています。表

4には医療、食品の分野

で適用されている殺菌温

度と適用例をまとめてみ

ました。

加熱殺菌にはこのように食品の殺菌にはなくては

ならないものであると共に、熱水や蒸気を用いて機

器、装置、配管などの表面殺菌にも有効に利用する

ことができます。このような場合の加熱条件の目安

としては、数秒で殺菌効果をあげようとする場合、

70°~80℃では大部分の耐熱性でない栄養細胞（細

菌、酵母、かび菌糸及び胞子）を死滅させることが

でき、すべての栄養細胞（耐熱性かび胞子も含めて）

を殺菌するためには90°~100℃が必要であり、 120°

~ 130℃に上昇させるときは耐熱性の細菌胞子も短

時間に殺菌することができます。

2) 冷殺菌

常温附近で適用して有害微生物を短時間に死滅さ

せるのが冷殺菌法であって、これには薬剤殺菌と放

射線殺菌とがあります。

薬剤殺菌は最も古くより用いられてきた冷殺菌法

でありますが、食品に適用できるのは合成殺菌料と

しての次亜塩素酸、次亜塩素酸塩（ナトリウム、カ

ルシウム塩）と過酸化水素であります。しかし前二

者は反応性が強いのでほとんど飲料水の殺菌に限定

され、過酸化水素も最終製品には残留してはならな

いと厳しく規制されています。

表 5は医療関係での消毒剤あるいは環境殺菌剤

（サニタイザー）として利用されている代表的な薬

剤です。これら殺菌剤は一般抗生物質や合成保存料、

抗菌性物質に比べると遥に広い範囲の微生物に対し

て殺菌作用を示しますが、その作用に対して適用濃
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5 代表的な環境殺菌剤

1. ハロケン系殺苗剤 C島， NaOCP,Ca(OCP)2, CP02 

CP N(Na ,K) 
I 

叫 Ny y~-yo 泣ロ-cc:;, ロ::~:メ／チル
CP-N N-CP CP-N N-CP 

万 沼
O N O  

占
クロルイソシアヌリン酸 ヨートホール（ヨードと非イオン

界面活性剤の複合体）

2. 酸素系殺菌剤 H心2,Na2HP04・H202, Na,P207, 2凡02,NaB02,H20・3凡02,2Na2C03;3凡o,,
03,CH3COOOH 

3. 界面活性剤

隊イオ／界面活性剤 [,JCHlti:c•,DTxr 9~+x 
両性界面活性剤 R(NHらH4)2NHC恥 COOH

4. ピグアニド系殺菌剤

CJJ-Q-NH-ぃ -NH-~-NH-(CHり6-NH-『 -NH―信―NH-Q-ce
NH NH クロI~ヤシシY NH NH 

〔(CHり6-NH-C-NH-C-NH〕・nHC/J
II II 

NH NH 
n 

ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩

5. アルデヒド類

ホルムアルデヒド H•CHO 

グルタールアルデヒド CHO(CH2入CHO

6. エポキ、ンサイド

エチレンオキサイド

プロビレンオキサイド

CH2-CH2 
＼ 

゜
／ 

CH3CH-CH2 
＼。／

度、作用時間はもちろん、作用温度、 pH、食品成

分などが大きく影響を及ぼします。殺菌作用力の強

いものほど共存物質に与える影響は大きく、またそ

れら物質による作用力低下も著しいものです。表 5

に示した殺菌剤のうち、細菌胞子まで殺菌できるも

のはハロゲン系、酸素系、アルデヒド類、エポキシ

ドであって、他のものは微弱か作用力をもちません

し、またかび胞子に対しても一般に殺菌作用力は弱

く、最も殺菌作用力の強いハロゲン系殺菌剤でも、

表 6のように20ppmの高濃度でないと短時間に殺菌す

ることはできません。

これら環境殺菌剤はいずれも食品工場におけるサ

イタイザーとして利用されています。しかしこれら

7. フェノール誘導体

8. エタノール

電離放射線は殺菌、殺虫、発芽抑制、照射改質の

目的に利用することができますが、完全殺菌には 3

~ 5 Mrad、 食中毒菌の殺菌や貯蔵性向上のために

は0.1~ 1.0 Mradの線量が必要です。この方法は

新規な殺菌法であるので、照射食品の健全性につい

て慎重に検討されてきました。現在では、 1 Mrad 

以下の線量照射について健全性が認められ、いずれ

の食品に対しても適用可能となっており、さらに香

辛料では 3Mradまで米国では許可しようとしてい

ます。医療器材や包材の殺菌の目的にはすでに数年

前から 2.~3 Mradの線量照射が実用されています。

加速電子線は良好な照射効率で短時間に連続殺菌す

ることができますが、ガンマ線に比べて透過性が劣

のものが表面に残留して食品に混入しないようにし るという欠点をもっています。

なければなりませんo 紫外線も殺菌作用を示し殺菌灯として広く利用さ

放射線殺菌では線源としてはコバルト 60、電子線、 れています。大腸菌などが最も感受性が大きくかび

紫外線があげられますが、これらによると品温の上 が最も抵抗性が強いとされていますが、紫外線は物

昇なしに常温下で殺歯できる特徴があります。 質透過能が弱く、直接照射された表面のみに有効で
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表 6 Asp. niger分生子に対するハロゲン系殺菌剤の作用力 (D値， 20℃)

D 値 （分）

ハロゲンの濃度 pH 3 pH 5 pH 7 

(ppm) 
NaOCI ½I, NaOCJ ½I, NaOCI I ½I, 

1 55.6 40.8 69.4 56.8 100. 0 90.9 

3 10. 1 10.4 13. 5 10.9 22. 7 19.2 

6 3.2 3.8 4.2 4.0 4.9 4.8 

10 1. 5 1. 4 2.0 2. 6 2.4 2.8 

15 

20 

0. 8 

0. 6 

9

9

 

．． 

0

0

 

1. 2 

1.0 

1. 6 

1. 2 

2

3

 

．． 

1

1

 

2. 3 

2.0 

す。最近強力な出力を示す照射装置が開発され、用

水や包材表面の連続殺菌が容易となってきました。

3)除菌

除菌とは微生物を系外に排除する方法で、炉過、

沈降、洗浄がこれに含まれます。

炉過は適当な炉材を用いて液体あるいは空気中に

浮遊している微生物を炉別する方法で、簡便、省エ

ネルギー的で除菌効率の高いものです。この場合用

いる炉材によって膜型のものと積層型の炉過器とに

分けられ、外部より加える圧力ないし真空による差

圧が駆動力となっています。膜型炉過器は酢酸繊維

素などの薄膜に多数の孔をあけたものが利用され、

積層型のものはガラス繊維、珪藻土、石綿、セラミ

ックなどを利用します。

これら炉過器はそれぞれの特徴を生かして用水、

液体食品、薬剤、空気などの除菌に利用されていま

す, 0 

沈降法は流体を放置するとその中に浮遊している

物質が比重差によって沈降、分離してくる現象を利

用する方法であって、強い遠心力 (9000G位）によ

って連続沈降が可能となっています。この方法によ

って牛乳、果汁、液卵に存在する細菌、その胞子、

かび、酵母を90%ないし99%低下させることができ

ます。

また空気中の塵埃と共に存在する微生物を静電的

に沈降させる電気集塵機も実用されています。

洗浄は食品をはじめこれを取り扱う容器、機械器

具の表面に付着する異物、塵埃、残留食品などを除

去する重要な操作ですが、この操作で付着物と共に

微生物も除去することができます。洗浄は冷水、熱

水、蒸気、洗浄剤を用いて行われます。

4)静菌

食品に付着する微生物やそれを取り扱う環境に存

在する微生物は温度の外に色々の因子の影響をうけ

ます。これら外部要因が微生物にとって好ましくな

い場合は増殖が阻害されることとなりますがこれが

静菌です。

環境温度が微生物の最適温度より低くなるにした

がって増殖速度はおそくなり、一10℃附近になりま

すとすべての微生物は増殖できなくなります。低温

環境下に食品を保持すると温度に応じて日持ちが長

くなります。これが冷蔵であり、一10℃以下の凍結

状態にするのが冷凍であります。このような食品の

低温貯蔵は微生物の増殖阻害と共に酸化、褐変など

による品質の悪変も抑えることができます。しかし

この場合、低湿を保持するために流通保管でのコー

ルドチェーンが必要となります。

また低温貯蔵では微生物の増殖を抑えることはで

きますが、かなり長く生存しているということに注

意しなければなりません。

微生物の増殖には水分が必須であって、有効水分

の減少とともに増殖できる微生物の種類は少なくな

ります。微生物が利用できる水分量をawで 表 わ す

とき Caw=P/p。、 Pは培地、食品などの示す水蒸

気圧、 Poは飽和水蒸気圧）、 aw=0.94附近ではボ

ツリヌス菌をはじめ大部分の胞子形成細菌の発芽や

増殖は起らないし、一般病源細菌も増殖できません。

aw= 0.90になりますと好塩細菌と黄色ブドウ球菌

以外のすべての細菌は増殖することができません。

酵母では aw=0.88、かびでは0.80が最低の aw値

とされていますが、乾性かびや耐浸透圧性の酵母で

はaw= 0. 60 ~ 0. 65が最低の awであるといわれ
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ています。しかしこれら微生物の増殖可能の最低aw りません。

値は他の条件、例えば栄養条件、温度、 pHなどが 5) 遮 断

わるくなるとこの値は大きくなる煩向があります。

食品工場などの環境では aw=0.60と平衡にある

関係温度 (RH)が60%以上になるとかびの発生の
RH 

恐れがあることになり Caw=-)、環境での水分
100 

量すなわち湿度はかび発生には温度以上に重要な因

子ということができます。

食品に食塩や糖を加えてその貯蔵性を延長するこ

とは古くから行われている静菌法の一つですし、食

品を包装してから真空にするとか、包装内の空気を

窒素や炭酸カスで置換することによって食品の酸化

変敗を防ぐことができると共に、かびなどの好気性

の菌の増殖を抑えることができます。しかしこの場

合、逆に嫌気性細菌の増殖を促すことになりますが

食品の pHが4.6以下であったり aw=0.94以下で

あれば増殖することはなく、また10℃以下の低

温で貯蔵する場合も増殖することはありません。以

上の外に無機系あるいは有機系の脱酸素剤も実用さ

れています。

自然醸酵あるいはスターター（種）を加える醗酵

によって貯蔵性のある醗酵食品が多種類製造されて

いますが、それらの場合主役を演じているのは麹か

び、酵母、乳酸菌であります。有害微生物は生成さ

れたアルコール、乳酸などによって増殖が抑えられ

ています。乳酸菌による静菌は、乳酸によるpHの低

下の外に、過酸化水素や抗生物質の生成、栄養素拮

抗、酸化還元電位の低下などの作用機構によってい

るといわれています。

直接醗酵によるのではなく、エタノール、乳酸、

酢酸、リンゴ酸などを添加したり、合成保存料であ

るソルビン酸、安息香酸、デヒドロ酢酸、パラオキ

ン安息香酸エステル、プロピオン酸を食品に添加し

ても保存性を向上させることができます。この他果

実の防かびの目的にオルトフェニール、ジフェニー

ン、チアベンダゾールも使用許可され、グリシン、

モノグリセリド、ショ糖脂肪酸エステルなども防腐

防腐の目的に利用されています。

食品以外の分野である衣科、住宅、その他工業材

料での微生物劣化の防止には抗菌物質の利用が最も

有効であって、化学構造的にみてもきわめて多岐に

わたっています。しかしこの場合より安全性のたか

いものを利用するよう心掛けることはいうまでもあ
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食品と外界とを隔離することによって二次汚染を

防止するのが遮断であって、表面をコーチ‘ノグする

こと、包装、 クリーンベンチ、クリーンルームの利

用まであります。

4. 食品工場のサニテーションと微生物制御

3. においては微生物制御法全般について説明した

わけですが、食品工場のサニテーションは、先づ食

品自体の十分な微生物制御を前提として、それを維

持して行くために製造工程とその周辺環境の有害微

生物を極力排除して二次汚染を防止することを目標

としなければなりません。そのためのサニテーショ

ンは食品を取り扱う環境の整理、整頓、清掃にはじ

まり、洗浄、殺菌を中心的に実施し、鼠、衛生害虫

の防除、防徽などの衛生管理、さらには作業者の衛

生管理にいたるまでを、組織的かつ総合的に実施す

ることにあります。管理の中心である洗浄、殺菌に

おいては、熱水、蒸気の活用は機器類の配管、容器、

タンクなどを対象とする場合には欠くことのできな

いものであります。この典型的な例としてあげられ

ますのが定置洗浄方式 (Clean-in-place, CIP)で

表 7 定置洗浄におけるプログラム例

種別 工 程 時間 温温 度

I)すすぎ工程 3~5分 常温水又は温水60℃以下

2)酸洗浄工程 20 1~2%溶液、 60°~80℃ 

1 
3)中間すすぎ工程 5 -10 常温水

4)アルカリ洗浄工程 5 ~JO 1~2%溶液、 60°~80℃ 

5)最終すすぎ工程 5-10 常温水又は温水60℃以下

6)殺苗工程 10~20 熱水90℃以上

］）すすぎ工程 3~5 常温水又は温水60℃以下

2)酸洗浄工程 5~JO 1~2%溶液、 60°~80℃

3)中間すすぎ工程 5 ~JO 常温水または温水60℃以下

2 4)アルカリ洗浄工程 5~10 1~2%溶液、 60°~80℃

5)中間すすぎ工程 5 ~10 常温水または温水60℃以下

6)殺菌工程 10~20 塩素水150ppm 

7)最終すすぎ工程 3~5 清水

l)すすぎ工程 3~5 常温水または湿水60℃以下

3 
2)アルカリ洗浄工程 10~20 1-2%溶液、 90℃以下

3)中間すすぎ工程 5 ~IO 温水60℃以下

4)最終すすぎ工程 3~5 清水

1)すすぎ工程 3~5 常温水または温水60℃以下

4 
2)アルカリ洗浄工程 5 ~10 1-2%溶液、 60°-so℃

3)中間すすぎ工程 5~10 常温水または温水60℃以下

4)殺菌工程 10~20 熱水90"C以上



あります。この方式では機械、装置、配管などを分

解移動することなく、そのままの状態でこれに高温、

高濃度の洗剤溶液を作用させ、食品と接するパイプ、

タンク、加工装置などのすべての表面を洗浄、殺菌

する方式であります。このような方式によって製造

加工工程全般が常に一定のレベルの洗浄殺菌効果を

維持することができます。 CIP方式は予備洗浄、本

洗浄、中間すすぎ、殺菌、仕上げすすぎの 5工程が

すが、表 8,9はそれぞれの殺菌剤のカタログに示さ

れている使用例であり、表10は米国での使用例を示

しています。

以上のように食品産業におきます「食品品質の保

持」と「安全性の確保」の目標を達成するためには、

食品の微生物制御とそれを取りまく環境の総合的管

理であるサニテーションの両者の確立によらなけれ

ばならないことを関係者すべてが十分銘記すべきで

基本となっています。表 7に CIPのプログラムの例 あると信じます。

を示しましたが、 1,2は牛乳、乳飲料関係、 3,4は このような食品工場におけるサニテーションの問

果汁などソフトドリンク関係で利用されている例で 題につきましては、日本防菌防徽学会では環境殺菌

あります。 工学研究部会を設け、数年来その技術向上のため活

現在サニタイザーは多種類の製剤が出廻っていま 動しておりますことを付言しておきます。

表 8 次亜塩素酸ナトリウム (4.6%溶液）の使用例

用 途 用 途 例 希釈倍数 所要時間

殺茜，消毒 飲 料 水 6,000 1分以上
野菜，果物 500 5 II 

医療，消毒 法定が伝い染，病局の消毒洗 4 
う 部の浄 L 000 

家畜，家禽 酪畜農舎おの消よ毒び牛脱乳臭処理器具 250 l II 
100~200 

鮮度保持 生鮮ま魚介類の鮮ん度ぺ保ん持類 500 1 // 
か ぼ こ ， は の加工器具の消毒 500 

洗濯，漂白 白木綿，帯白麻の布消地毒を洗濯後浸すとき 200 15 ノI

ガーゼ糊 漂白 60~200 15 11 

表 9 2つの殺菌剤の使用例

アルキルジアミノエチルグリシン
機械器具容器等の殺苗・・・…撤布，浸漬…••奮......... 0.01~0.1% 
手指等の殺葱・・・・・・・・・・・.......// // ............... 0.02~0.2 
作業靴などの殺菌・・・・・・・・・・・・浸 漬・・・・・・・・・• ● .... 0. 1 
壁面等の殺菌・・・...............塗布．撒布・・・・...........0.01~0.1% 

噴 霧・..............0.1 
落下菌防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・噴 霧・・・・...........0.1 

ボリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩
大型機械． 器具・・・・・・.........溶液の循環・・.............0.1% 

撒布，浸漬．噴霧・・...0.2~0。3
小型機器・・・・・...................浸 潰・・・・・・.........0.1~0.2 
食器等厨房器具，．．．．．．．．．．，…撒布．浸漬．噴霧・・・...0.2~0.3 
作業衣， 履物・・・・・・・・..........浸 潰・・・・・・・・・.....0.1~0.2 
床， 腰板・・・・・・・・・・..............撤布， 噴霧・..............0.1~0.2 
ごみ缶． 箱..・・・・・・・・・ II ............... 0. 3 

表 10 米国での環境殺葱剤の適用例

ヨードホール・・・アルミニウム装置 (25pprn), C I P洗浄 (25pprn), 手洗

(25pprn), 硬水 (25pprn),ステンレス鋼装置 (25pprn),

ゴムベルト，プラスチック運送用容器，タイル壁など (25

ppm) 

逆性石鹸・・……多孔性表面，有機物存在，静菌性をもつフィルム (200pprn)

酸殺菌剤……...CI P洗浄，フィルム形成阻害，硬水，ステンレス鋼装置

(130pprn) 

塩素系……"●... CI P洗浄 (200pprn),噴霧(800~lOOOpprn), 多孔性表面，

ステンレス鋼装置，壁面 (200pprn),水処理 (20pprn), 運

送用木枠 (lOOOpprn)
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